
  

地方財政の確保・ 充実を 求める 意見書 

 

今， 地方公共団体には， 急激な少子・ 高齢化の進展に伴う 子育て， 医療・ 介護な

ど 社会保障制度の整備， 人口減少下における 地域活性化対策， 脱炭素化を 目指し た環

境対策， 物価高対策など ， 多岐にわたる 役割が求めら れている 。  

こ う し た増大する 行政需要に対応し ， 地域の実情に沿っ た行政サービ ス を 担っ て

いく ためには， さ ら なる 地方財政の充実・ 強化が必要である 。  

よ っ て， 国においては， 下記の事項について格段の措置を 講じ る よ う 強く 要望す

る 。  

 

記 

 

１  物価高の影響の長期化によ り 対策を講じ る 場合は， 国において統一的に対策を講

じ る こ と を 基本と し ， 地方公共団体が必要と する 財源の全額を確保する こ と 。  

２  国民の税負担の軽減のため， 所得税の基礎控除額などを 引き 上げる 場合は， 地方

公共団体の税収入の減収分を 補填する 代替財源を確保する こ と 。  

３  平成１ ３ 年度の地方財政対策で時限的な措置と し て導入さ れた臨時財政対策債に

ついては， 期限である 令和７ 年度ま でに廃止し 地方交付税に復元する こ と 。  

４  常態化し ている 地方交付税の地方財源不足については， 過去に発行し た臨時財政

対策債の償還財源を 含めて， 臨時的な措置によ る 対応ではなく ， 税源移譲やさ ら

なる 地方交付税の法定率引上げ等によ り 抜本的な解消を図る こ と 。  

 

以上， 地方自治法第９ ９ 条の規定に基づき 意見書を提出する 。  
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